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第一部 本ガイドラインの概要  1 

１ はじめに 2 

 3 

【解説】 4 

阪神・淡路大震災、東日本大震災、熊本地震、能登半島地震等の大規模地震や、平成３０年5 

台風２１号、西日本豪雨、令和元年東日本台風等の大雨・高潮による災害の発生によって、単6 

独港湾の背後圏域を超えた広域的な被害が頻発する傾向がみられ、港湾間連携による災害時7 

の海上支援ネットワークの重要性が増してきている。 8 

人口・産業の集積が著しい三大湾や、被害の広域性が想定される海溝型地震の影響を受ける9 

地域等においては、既に広域港湾ＢＣＰの策定が進められてきたものの、これらの計画は重要10 

港湾以上を計画対象とし、経済活動の維持やバックアップ支援及び重要港湾等に接続する主11 

要航路の航路啓開に係る内容を主としたものが多い。 12 

一方で、令和６年能登半島地震の教訓を踏まえ策定された令和６年７月の交通政策審議会13 

答申「令和６年能登半島地震を踏まえた港湾の防災・減災対策のあり方～港を核とした海上支14 

援ネットワークの形成～」において、支援側・受援側の考えも含めた災害時の海上支援ネット15 

ワークの形成や広域港湾ＢＣＰの実効性向上等が必要とされており、これらを踏まえ、本ガイ16 

ドラインを策定するものである。 17 

なお、広域港湾ＢＣＰの実効性確保のためには、計画対象港湾における港湾ＢＣＰの策定も18 

必要であり、海上支援ネットワークで想定される役割に応じた対応計画を既存の港湾ＢＣＰ19 

に追加する必要がある。また、追加後は、広域港湾ＢＣＰと港湾ＢＣＰは相互に連携すること20 

から、計画の見直し等にあたっては、整合性の確保等の不断のマネジメントが求められる。 21 

22 

本ガイドラインは、広域港湾ＢＣＰの策定及び改訂を推進するためのガイドラインであ

る。 

大規模災害の頻発化等を背景に、広域港湾ＢＣＰの実効性の向上が課題となっている中、

令和６年能登半島地震における災害は、地方港湾を含む広域的な港湾間連携の必要性を示

唆するものであった。そのため、広域港湾ＢＣＰの更なる実効性向上を推進するためには、

広域港湾ＢＣＰにおける対応策の強化や計画策定の推進が必要であることから、新たに広

域港湾ＢＣＰ策定のためのガイドラインを策定したものである。 

広域港湾ＢＣＰについては、災害時に港湾に求められる役割から、「被災地支援輸送」

と「経済活動維持輸送」の二つに大別することができる。 

また個別港湾の港湾ＢＣＰと広域港湾ＢＣＰは、計画としての整合性と相互補完が必要

であり、広域港湾ＢＣＰの実効性確保のために必要な要件や機能を個別港湾ＢＣＰに反映

する必要があるとともに、個別港湾ＢＣＰの実効性等に留意した広域港湾ＢＣＰの策定が

求められる。特に、整合性の確保において、それぞれの計画の変更事項をそれぞれに反映

する等の不断のマネジメントが重要である。 
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２ 本ガイドラインにおける用語の定義 1 

 2 

3 

本ガイドラインにおける用語について、以下のように定義する。 

「事業継続計画（ＢＣＰ：Business Continuity Plan）」： 

不測の事態が発生しても、重要な業務を中断させない、または中断しても可能

な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順、リスク分析の結果等を示

した文書のこと。 

 

「事業継続マネジメント（ＢＣＭ：Business Continuity Management）」： 

ＢＣＰの策定に加え、ＢＣＰを実施するため、人員･資機材の確保を含む事前対

策の実施、取り組みを浸透させるための教育・訓練、ＢＣＰの見直し・改善など

を行う平時からのマネジメント活動を含む概念。 

 

「広域港湾ＢＣＰ」： 

複数の港湾間の連携によって被災地支援輸送や経済活動維持輸送等の地域の

災害対応力の更なる向上を図る内容を示した文書のこと。また被災地支援輸送編

については、広域/地域支援ふ頭による海上支援ネットワークの現状および将来

構想も含む。基本的な計画の構成は港湾ＢＣＰに準ずるものとする。 

 

危機的事象…港湾機能の低下を引き起こす原因となる、大地震等の自然災害、感

染症のまん延、テロ等の事件、大事故、突発的な港湾運営環境の変

化といった事象のこと。 

 

重要機能・施設…当該計画対象範囲にある複数の港湾において、広域港湾ＢＣＰ

の目的に沿って、優先的に機能継続を図る必要がある港湾機能およ

び機能継続等において重要な役割を求められる施設のこと。 

 

支援ふ頭 …耐震強化岸壁のみならず、被災地に繋がる臨港道路や航路・泊地、

荷さばき地や支援物資の一時保管施設等、被災地支援輸送機能を担

う一連の港湾施設群のこと。 

 

対応計画 …危機的事象の直前・発生後に行う具体的な対応（「直前予防対応」

(災害が予見される場合の被害軽減等)、「初動対応」「被災地支援

輸送を含む緊急輸送対応」「対象エリアの背後圏域の経済活動等の

機能継続に関する対応」）を示した文書のこと。 

 

マネジメント計画 …危機的事象の直前・発生後に行う対応が適切に行われるよ

う、平時において継続的に取り組むマネジメント活動（「事前対策」

「教育・訓練」「見直し・改善」）を示した文書のこと。 
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【解説】 1 

近年頻発している大規模災害の被災状況等に鑑み、離島・半島といった条件不利地2 

域等への支援の実施に向けた複数の港湾間連携による広域的な海上支援ネットワーク3 

の形成について、広域港湾ＢＣＰにおいて目指すべき姿や関係する各港湾の役割分担4 

を整理する。その役割分担に応じた支援ふ頭については、広域支援ふ頭と地域支援ふ5 

頭に大別し、地域支援ふ頭は被災地域に近い港湾における地域支援機能を担い、広域6 

支援ふ頭は地域支援ふ頭の役割に加えて被災地域全体の支援拠点機能を担うことも想7 

定するものとする。（詳細は第二部第Ⅱ章参照） 8 

各港湾の港湾ＢＣＰにおいては、広域港湾ＢＣＰの目標や広域港湾ＢＣＰにおいて9 

想定する各港湾の役割分担に応じた対応の実効性向上に努めるものとし、広域港湾Ｂ10 

ＣＰと各港湾ＢＣＰとの計画の整合性を図ることが望まれる。 11 

 12 

○広域港湾ＢＣＰの構成 13 

 14 

 15 

図１－１ 広域港湾ＢＣＰの基本的な構成 16 

  17 
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分析・検討（影響度分析・リスク分析等）

対応計画

事前対策（備蓄品など）

教育・訓練（開催頻度など）

見直し・改善（検討方法など）

マネジメント計画

各マネジメント活動について作成。
平時に実施する活動内容を計画

緊急時の様々な具体的対応を
時系列に沿って計画

被災地支援輸送 （緊急物資、人員等）

施設の整備状況や港湾の立地状況等を考慮した災害時の輸送ルートの想定

被災地支援輸送に従事する船舶の想定

被災地支援輸送のための利用可否判断、応急復旧、航路啓開、利用調整等の初動対応

時間経過による支援物資のニーズの変化や平時貨物需要の回復等への対応

地域で維持すべき幹線貨物の種類・貨物量の想定と耐震岸壁の整備状況

経済活動維持輸送受入を想定する港湾・施設の想定

経済活動維持輸送のための利用可否判断、応急復旧、航路啓開、利用調整等の初動対応

経済活動維持輸送 （コンテナ等幹線貨物）

想定する海上支援ネットワーク

広域/地域支援ふ頭による海上支援ネットワーク（現状および将来構想）
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３ 本ガイドラインの目的 1 

 2 

 3 

【解説】 4 

本ガイドラインは、広域港湾ＢＣＰの策定や不断の見直し・改善を推進し、危機的事象の発5 

生時における対応能力を強化することにより、我が国の貿易・産業を担う港湾の機能継続能力6 

の向上を図るとともに、地域住民の生命維持支援や、地域生活や生業の保全に寄与し、もって7 

我が国全体の国土強靱化の実現を目指すものである。 8 

なお、本ガイドラインは、広域港湾ＢＣＰの策定及び改訂を推進するものであり、能登半島9 

地震では奥能登地域の地方港湾が海上ルートを活用した被災地支援において重要な役割を果10 

たすなど、被災の状況や被災地域の地理的条件等によっては、地方港湾の活用も必要になって11 

くることや、広域港湾ＢＣＰにおいて地方港湾にも一体的な役割を果たすことが期待される12 

ことを踏まえ、広域港湾ＢＣＰと連動した地方港湾の港湾ＢＣＰ策定が求められる。 13 

また、広域港湾ＢＣＰの策定及び改訂に当たっては、対象となる港湾の実情（特に地方港湾14 

の利用状況等 1 ）を勘案した上で、検討を進めることが望ましい。 15 

 16 

 
1 地方港湾においては、重要港湾以上の港湾に比して、港湾施設のスペックが大型船舶の利用に対応しにくいことや、17 

平時の利用において、漁船や小型ボート等の係留場所となっている場合が多く、災害時の被災地支援のための活用に18 

支障があることが想定される。 19 

20 

本ガイドラインの目的は、広域港湾ＢＣＰの概要、必要性、有効性、策定方法、実施方

法、留意事項等を示すことにより広域港湾ＢＣＰの策定及び改訂を推進し、危機的事象の

発生時における多くの関係者の主体的な取り組みの促進及び対応能力の強化を図り、以て、

我が国全体の国土強靱化の実現を図ることである。 
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４ 本ガイドラインが対象とする危機的事象 1 

 2 

【解説】 3 

過去の災害の教訓からみて、また、南海トラフ地震や首都直下地震等の発生が危惧される状4 

況を踏まえると、我が国の港湾では、地震・津波のリスクが高い。加えて、港湾は堤外地に立5 

地しており、平成 30 年台風第 21 号及び令和元年房総半島台風等で、それぞれ大阪湾、東京湾6 

の港湾で高潮・高波・暴風等により甚大な被害が発生している。このため、本ガイドラインは、7 

危機的事象として自然災害（地震・津波、台風・高潮）を念頭に作成しており、各港湾におい8 

ても、まずは自然災害（地震・津波、台風・高潮）を対象とした広域港湾ＢＣＰを優先的に策9 

定すべきである。 10 

また、近年、コンテナ物流を取り巻くリスクが増大していることにも留意が必要である。平11 

成 30 年台風第 21 号及び平成 30 年北海道胆振東部地震は、コンテナターミナル（以下、「Ｃ12 

Ｔ」という。）にも大きな影響を及ぼした。特に、ＣＴにおける機能の高度化や情報システム13 

化の進展を考慮すると、最低限の電力維持はＣＴの機能継続の生命線であるといえる。このよ14 

うな被災事例も踏まえると、自然災害に加え、大規模停電を含め我が国の物流を支える重要な15 

輸送形態であるコンテナ物流に支障を及ぼすおそれのある危機的事象についても、広域港湾16 

ＢＣＰにおいて考慮する必要があることが望ましい。 17 

ただし、我が国が外国から武力攻撃を受けた場合などの有事への対応については、有事法制18 

に基づくこととなること、サイバー攻撃への対応については、サイバー安全保障に係る法制に19 

基づくことから、本ガイドラインの対象とはしていない。 20 

なお、その他の危機的事象について検討の必要性があるか否かについては、計画対象範囲内21 

にある各港湾のリスク分析やそれらが連携する広域的な視点でのリスク分析等を踏まえ、後22 

述する広域港湾ＢＣＰ協議会において議論することが望ましい。 23 

また、広域港湾ＢＣＰの計画対象範囲内の港湾を利用する背後圏産業の危機的事象からの24 

機能回復状況と港湾機能の回復状況とのギャップが生じている場合、それへの当該港湾での25 

対応の緊急性や他港との連携の可能性、被災地支援の状況等を考慮して、広域連携により対応26 

を図ることも考えられることから、危機的事象の影響範囲にも留意する必要がある。 27 

本ガイドラインで記述する広域港湾ＢＣＰにおいては、危機的事象として、「港湾機能

の低下を引き起こす自然災害（地震・津波、台風・高潮）」を念頭においているが、感染

症のまん延（パンデミック）、テロ等の事件、大事故、電力供給途絶による大規模停電を

含む突発的な港湾運営環境の変化などの、あらゆる危機的事象についても適用可能である。 
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５ 本ガイドラインが想定する広域港湾ＢＣＰの策定及び実施の主体 1 

 2 

【解説】 3 

本ガイドラインは、港湾管理者及び管轄する国土交通省地方整備局等を中心として、国土交4 

通省地方整備局や関係する国の機関（各管区海上保安本部、管轄内の自衛隊、必要に応じＣＩ5 

Ｑ等）、各港湾の立地自治体や周辺自治体、港湾の物流機能を担う民間事業者（港湾運送事業6 

や船舶運航者等）、港湾ユーザー（荷主等）等の関係者からなる協議会等（以下「広域港湾Ｂ7 

ＣＰ協議会」という）を広域港湾ＢＣＰの策定主体及び同ＢＣＰに基づくマネジメント活動の8 

実施主体として想定している。 9 

広域港湾ＢＣＰ協議会は、広域港湾ＢＣＰの策定及び平時のマネジメント活動の実施主体10 

であるが、危機的事象が発生した場合においては、各関係者が対応計画に基づきそれぞれの役11 

割、対応を速やかに行うとともに関係者間の情報共有に努めるものとする。 12 

また、広域港湾ＢＣＰ協議会の事務局については、災害対応の主体となる、港湾管理者（単13 

独または複数）及び管轄する国土交通省地方整備局等が務めることを想定している。 14 

 15 

 16 

図１－２ 広域港湾ＢＣＰの対象範囲イメージ 17 

広域港湾ＢＣＰは、港湾管理者及び管轄する国土交通省地方整備局等を中心（事務局）

とし、国土交通省地方整備局並びに港湾において活動を行う様々な関係者から構成される

協議会等が、関係者の合意に基づいて策定することを想定している。 

また、策定後は､第Ⅵ章のマネジメント計画に基づき、同協議会が主体となって事前対

策、教育・訓練、見直し・改善などに取り組むほか、危機的事象の発生時には、各関係者

が対応計画に基づき、それぞれの役割に応じて対応を速やかに行う。 

広域港湾ＢＣＰ協議会については、広域港湾ＢＣＰの目的や活動対象エリアを勘案した

協議会体制が想定される。 
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第二部 広域港湾ＢＣＰ策定ガイドライン（被災地支援輸送編）  1 

第Ⅰ章 広域港湾ＢＣＰの概要と必要性  2 

１ 広域港湾ＢＣＰの概要 3 

 4 

【解説】 5 

三方が海に囲まれた半島地域において甚大な被害が発生した令和６年能登半島地震では、6 

陸路が途絶した場合の海上ルートによる人員・物資等の被災地支援輸送の重要性が改めて確7 

認された。これを受け、令和６年７月の交通政策審議会答申「令和６年能登半島地震を踏まえ8 

た港湾の防災・減災対策のあり方」において、海上輸送への依存が大きいことが想定される地9 

域において受援機能を担う港湾に加え、船舶への燃料の補給や物資の積み込み等を行う支援10 

側港湾による災害時の海上支援ネットワークの形成が重要である、とされている。 11 

また、我が国の貿易量の９９％は港湾を通じた海上輸送に依っていることから、大規模災害12 

時に平時から利用しているコンテナ、フェリー・ＲＯＲＯ等の幹線貨物輸送の機能を維持する13 

ことによる、経済活動維持輸送も港湾に求められる重要な役割である。 14 

以上から、広域港湾ＢＣＰにおいては、「①被災地域への救急救命活動支援や生活支援のた15 

めの『被災地支援輸送』」および「②平時物流機能の維持・早期回復のための『経済活動維持16 

輸送』」の２つに大別することができる。本ガイドラインでは、そのうち、①『被災地支援輸17 

送』について計画策定及び計画改訂を推進するものである。 18 

なお、既往の広域港湾ＢＣＰにおいては、航路啓開（開発保全航路や緊急確保航路等）のあ19 

り方に重点を置いた計画が策定されている例もあるが、航路啓開は被災地支援輸送、経済活動20 

維持輸送の双方について円滑に実施するための手段の一つであることから、本ガイドライン21 

においては、対応計画に含めることとした。（航路啓開のあり方に重点を置いた計画の策定自22 

体を否定するものではない）  23 

我が国においては、近年、様々な災害の発生がみられ、災害の規模や地域への影響も様

々である。広域的な港湾間の連携のあり方も、地域毎の港湾の分布や個々の港湾の役割等

の違いもあり、災害対応においては、様々な連携のあり方が想定される。 

広域港湾ＢＣＰの策定にあたっては、災害発生時の対応の緊急性や、被災地域において

港湾に期待される役割等に着目し、以下に示すような、より緊急性の高い対応が求められ

る被災地支援輸送と、背後地域の経済活動に対応する経済活動維持輸送の２つに大別し、

計画策定ガイドラインを示すものとする。 

①被災地域への救急救命活動支援や生活支援のための被災地支援輸送 

②平時物流機能の維持・早期回復のための経済活動維持輸送 
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２ 港湾ＢＣＰ等との関係 1 

 2 

【解説】 3 

特に、被災地支援輸送を目的とする広域港湾ＢＣＰにあっては、被災地域と個々の港湾との4 

地理的近接性のため、個々の港湾の役割分担等に応じた対応計画について、個々の港湾ＢＣＰ5 

において検討する必要がある。 6 

策定後も、広域港湾ＢＣＰと港湾ＢＣＰそれぞれの計画事項に変更が生じた場合は、実効性7 

確保の観点から、変更事項の反映等の整合性を図る必要があるか、検討すべきである。 8 

また、広域港湾ＢＣＰは、計画対象の港湾の所在する自治体の地域防災計画や受援計画等、9 

既存の計画との整合性に配慮するとともに、必要に応じて既存の計画の改訂等による広域港10 

湾ＢＣＰの内容の反映を検討すべきである。 11 

広域港湾ＢＣＰは、計画の対象範囲として、管轄する地方整備局等の管轄内を想定している12 

が、南海トラフ地震等の大規模災害においては、当該地方整備局等の管轄外の港湾との連携も13 

想定される。 14 

政府においては、南海トラフ地震等による大規模かつ広域災害に対応する「南海トラフ地震15 

防災対策推進基本計画」等の計画を策定しており、広域港湾ＢＣＰにおいては、政府計画との16 

整合性についても検討すべきである。その際、政府計画に基づく初動対応を行う判断基準につ17 

いても考慮に入れておく必要がある。例えば、「首都直下地震における具体的な応急対策活動18 

に関する計画」においては、「東京 23 区の区域において、震度６強以上の震度が観測された19 

場合」は、同計画に基づく災害応急対策活動を直ちに開始することとなっている。 20 

政府計画において想定する危機的事象により、当該地方整備局等の管轄外の港湾との連携21 

が想定される場合は、広域港湾ＢＣＰに計画対象港湾外との連携を位置づけるとともに、当該22 

地方整備局等の管轄外の港湾に係る調整機関として国土交通省港湾局も位置づけておく必要23 

がある。 24 

 25 

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（令和７年６月 30 日、中央防災会議幹事会）26 

（抜粋） 27 

第１章 具体計画の適用について 28 

２．具体計画に基づく初動対応と活動体制の確立 29 

（１）具体計画に基づく初動対応を行う判断基準 30 

① 指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下これら31 

を総称して「防災関係機関」という。）は、次のいずれかの場合には、被害全容の把握を待つことな32 

く、具体計画に基づく災害応急対策活動を直ちに開始する。 33 

ア 地震発生時の震央地名の区域が、モデル検討会において設定された想定震源断層域と重なる区域で34 

あり、中部地方、近畿地方及び四国・九州地方のいずれの地域においても、震度６強以上の震度の観35 

測又は大津波警報の発表のいずれかがあった場合 36 

広域港湾ＢＣＰにおいて検討する海上支援ネットワークの実効性確保のためには、広域

港湾ＢＣＰにおいて想定した各港の役割分担等に応じた対応計画について、各港湾の港湾

ＢＣＰにおいて検討する必要がある。 

策定後も、広域港湾ＢＣＰまたは港湾ＢＣＰに変更が生じた場合は、実効性確保の観点

から、変更事項の反映について検討する必要がある。 

また広域港湾ＢＣＰの検討にあたっては、政府計画、各自治体の地域防災計画等との整

合性に配慮して策定すべきである。 
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イ モデル検討会において設定された想定震源断層域と重なる区域でＭ８．０以上の地震が発生し、「南1 

海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表される可能性がある場合（以下「先発地震が発生し2 

た場合」という。） 3 

② 上記①の基準に相当する地震が発生後、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について（平成 15 年4 

11 月 21 日閣議決定）」に基づき内閣危機管理監が参集させる緊急参集チームにおいて、防災関係機5 

関が具体計画に基づく行動を開始していることを確認する。 6 

 7 

第７章 防災拠点 8 

２．海上輸送拠点 9 

（３） 発災時において利用する海上輸送拠点の確保 10 

① 国土交通省は、緊急災害対策本部、現地対策本部等が把握している被災地における人員、物資、燃料、11 

資機材等の輸送ニーズや港湾の被害状況を踏まえ、別表７－１に掲げる海上輸送拠点の中から基幹的12 

広域防災拠点（堺泉北港堺２区）の活用も念頭に置きつつ、優先的に航路啓開を行う拠点を選定し、13 

港湾施設の使用に関する調整を港湾管理者と行う。 14 

② 国土交通省及び港湾管理者は、港湾施設の応急復旧等を行う。また、国土交通省は、港湾管理者から15 

要請があり、かつ、地域の実情等を勘案して必要があると認めるときは、港湾施設の利用調整等の管16 

理業務を行う。 17 

③ 国土交通省地方整備局、海上保安庁及び港湾管理者は、自ら又は災害時における協定に基づき関係者18 

へ要請を行い、海上輸送拠点へアクセスする航路の障害物の確認、除去及び水路の測量を早期に行う。 19 

 20 

首都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（令和７年６月 30 日、中央防災会議幹事会） 21 

（抜粋） 22 

第１章 具体計画の適用について 23 

２．具体計画に基づく初動対応と活動体制の確立 24 

（１）具体計画に基づく初動対応を行う判断基準 25 

① 指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機関及び指定地方公共機関（以下これら26 

を総称して「防災関係機関」という。）は、東京 23 区の区域において、震度６強以上の震度が観測さ27 

れた場合には、被害全容の把握を待つことなく、具体計画に基づく災害応急対策活動を直ちに開始す28 

る。 29 

② ただし、東京 23 区の区域において震度６強以上の震度が観測されない場合においても、１都３県（埼30 

玉県、千葉県、東京都、神奈川県。以下同じ。）の区域において相当程度の被害が生じていると見込31 

まれる場合には、防災関係機関は、判明した状況に応じて、具体計画を適宜修正しながら災害応急対32 

策活動を開始する。 33 

③ 上記①又は②に該当する地震が発生した後、「緊急事態に対する政府の初動対処体制について（平成34 

15 年 11 月 21 日閣議決定）」に基づき内閣危機管理監が参集させる緊急参集チームにおいて、防災35 

関係機関が具体計画に基づく行動を開始していることを確認する。 36 

 37 

第 8 章 防災拠点 38 

２．海上輸送拠点 39 

（３） 発災時において利用する海上輸送拠点の確保 40 

① 国土交通省は、緊急災害対策本部、現地対策本部等が把握している被災地における人員、物資、燃料、41 

資機材等の輸送ニーズや港湾の被害状況を踏まえ、別表８－１に掲げる海上輸送拠点の中から東京湾42 

臨海部基幹的広域防災拠点（東扇島地区）の活用も念頭に置きつつ、港湾施設の使用に関する調整を43 

港湾管理者と行う。 44 
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② 国土交通省及び港湾管理者は、港湾施設の応急復旧等を行う。また、国土交通省は、港湾管理者から1 

要請があり、かつ、地域の実情等を勘案して必要があると認めるときは、港湾施設の利用調整等の管2 

理業務を行う。 3 

 4 

国土交通省防災業務計画（令和８年１月、国土交通省） 5 

第 2 章 災害応急対策 6 

第 10 節 代替輸送 7 

○ また、国際輸送、幹線輸送の拠点である港湾及び空港について、他の地域や他のモードからの旅客、貨8 

物のシフトに対応できるよう、運営面を含めた受入体制の整備を図る。このほか、代替輸送に対する支9 

援措置を講じるよう努める。  10 
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３ 広域港湾ＢＣＰの必要性 1 

 2 

【解説】 3 

三大湾内や各地方整備局エリアにおける広域港湾ＢＣＰが一部地域において策定されてい4 

るが、それらのＢＣＰは重要港湾以上の港湾を対象として、幹線貨物輸送（国際コンテナ輸送5 

等）の早期機能回復や代替輸送の実施による広域的な港湾背後圏域の経済活動維持が主な目6 

的となっており、条件不利地域等への人員・物資輸送等の被災地支援輸送に主眼を置いた計画7 

の策定は進んでいないのが現状である。 8 

令和６年能登半島地震災害では、地理的・地形的条件により道路インフラが脆弱な地域にお9 

ける被災地支援輸送において、道路の復旧の遅れを補う海上支援活動が期待されたが、広域的10 

な連携活動の拠点となる港湾の被災や事前準備の不足によって、支援活動が必ずしも十分で11 

はなかったとの課題認識から、広域港湾ＢＣＰにおいては、被災地域の救急救命活動に従事す12 

る人員の輸送や被災地に求められる生活維持のための物資輸送等の支援活動を重視し、より13 

多様な被災想定に基づく、支援物資輸送、給水支援、ホテルシップ等の多様な支援活動につい14 

て、広域港湾ＢＣＰにおける取組事項として位置付けることが求められている。 15 

具体的には、これまで主に広域港湾ＢＣＰが策定されてきた人口・産業の集積が大きい地域16 

での災害支援活動や、被害範囲が広いエリア内における港湾間の相互連携による被災地支援17 

輸送のみならず、比較的人口や産業の集積が小さいエリアにおいても、被災地支援輸送の円滑18 

な実施が喫緊の課題 2 であり、そうした多様な被害想定に対応する計画について、広域港湾Ｂ19 

ＣＰにおいて検討するものとする。 20 

 21 

 
2 次頁の図に示すように、我が国においては、海溝型地震及び活断層による直下地震とも、全国のどこで、いつ発生し22 

てもおかしくない状態であり、発災直後の災害対応を重視した被災地支援輸送の重要性が増している。 23 

広域港湾ＢＣＰは、大規模地震災害など広域に影響を及ぼす危機的事象の発生に対し、

複数の港湾間の連携によって被災地支援輸送や経済活動維持輸送等の地域の災害対応力の

更なる向上を目指すものである。 
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図２－Ⅰ―１ 主な海溝型地震の評価結果          図２－Ⅰ―２ 主要活断層の評価結果 

 

 
出典：政府地震調査研究推進本部作成資料（2026 年１月 14 日公表） 
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４ 広域港湾ＢＣＰ協議会の設置と役割 1 

 2 

【解説】 3 

広域港湾ＢＣＰに係る諸活動は、港湾管理者及び管轄する国土交通省地方整備局等を中心4 

として、地方整備局等や関係する国の機関、自治体、民間事業者等の港湾関係者からなる広域5 

港湾ＢＣＰ協議会が主体となり、特に事務局が中心となって取り組みを行うことを想定して6 

いる。広域港湾ＢＣＰ協議会においては、事務局が中心となり、特に以下の事項を行うことが7 

必要である。 8 

①  広域港湾ＢＣＰの必要性とメリットを理解した上で、当該計画対象範囲における広域9 

港湾ＢＣＰの策定を推進するとともに、関係者個々のＢＣＰ（個々の港湾ＢＣＰ及び関係10 

事業者のＢＣＰ等）策定を促進すること。 11 

②  当該計画対象範囲内の個々の港湾の運営理念やビジョン等を踏まえ、的確に広域港湾12 

ＢＣＰの基本方針や対応計画、マネジメント計画を策定するとともに、個々の港湾ＢＣＰ13 

の策定・変更を支援するために、情報提供や調整等を行うこと。 14 

③ 広域港湾ＢＣＰに定められた各種マネジメント活動を確実に実施すること。 15 

④ 関係者間の相互の信頼に基づいたネットワークを重要なソーシャルキャピタルと認識16 

し、広域港湾ＢＣＰの策定や策定後のマネジメント活動を通じて、関係者間のネットワー17 

クの強化に努めること。  18 

広域港湾ＢＣＰの策定主体及び同ＢＣＰに基づくマネジメント活動の実施主体となる広

域港湾ＢＣＰ協議会を設置する。広域港湾ＢＣＰ協議会は港湾管理者及び管轄する国土交

通省地方整備局等を中心（事務局）とし、港湾において活動を行う様々な関係者から構成

される。 

同協議会事務局は、広域港湾ＢＣＰ協議会を安定的に運営するとともに、広域港湾ＢＣ

Ｐに係る諸活動を常に中心となって推進する。また、広域港湾ＢＣＰ協議会を安定的に運

営していくためには、広域港湾ＢＣＰに係る諸活動を常に中心となって推進する事務局の

設置が必要である。 
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５ 広域港湾ＢＣＰの取組手順 1 

 2 

【解説】 3 

対応計画、マネジメント計画の確実な実施や、担当者の引き継ぎ等を確実に行うため、基本4 

方針、実施体制、対応計画、マネジメント計画など必要なものは文書化する。ただし、広域港5 

湾ＢＣＰ本体の文書化の範囲については、非常時に対応者が的確に行動出来るよう、その内容6 

に応じて具体の行動手順を記した文章、図表、資料類(行動手順書)を別途用意する等、実効性7 

の観点から検討することが望ましい。 8 

また、必要に応じ、拠点別や役割別にも文書化することが重要である。実際の作業を円滑に9 

するために、上記行動手順書、参考資料、マニュアル、チェックリスト等も必要に応じて作成10 

することが望ましい。 11 

なお、実際の被害は想定と異なる場合が多いため、広域港湾ＢＣＰの内容を柔軟に応用する12 

必要がある。このため、文書の重要性はその緻密さにあるのではなく、担当者の行動を有効に13 

サポートすることにある。いずれにせよ、文書化自体が目的とならないよう、十分に注意する14 

必要がある。緊急時に使用する広域港湾ＢＣＰ（又はその一部や概要版等）は、担当者に配布15 

し、常に活用できるよう工夫することも重要である。  16 

広域港湾ＢＣＰの構成は、①方針の策定、②分析・検討、③対応計画、④マネジメント

計画の４つに大別され、この順に検討・策定を進めていくが、文書化にあたってはこれら

の各項目について、シンプルかつ明瞭に示すことが重要であるとともに、関係者の連携活

動を円滑にするとともに広域港湾ＢＣＰの周知活動推進のため、可能な限り策定した広域

港湾ＢＣＰの概要版を作成する。 

検討した内容については、広域港湾ＢＣＰとして文書化し、引き継ぎや教育にも活用す

るとともに、関係者間の連携の他、港湾ユーザーへの情報発信の観点から、策定文書は機

密情報や個人情報等に配慮しつつ、公開することが望ましい。 
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第Ⅱ章 方針の策定  1 

１ 基本方針の策定 2 

 3 

【解説】 4 

基本方針は、当該計画対象範囲内の港湾機能の現状を踏まえ、それら港湾の機能・施設に対5 

する基本的な考え方を示したものである。 6 

広域港湾ＢＣＰの策定にあたって、対象とする危機的事象については、中央防災会議による7 

大規模災害の被災想定や計画対象地域内の地域防災計画等で定められた危機的事象等に加え、8 

二つの危機的事象が同時に発生するような複合災害や、発生頻度は低いが被害規模が極めて9 

甚大となる巨大災害など、想定を超えるような事象が発生した場合も柔軟に対応できるよう10 

に備える必要がある。 11 

また、被災地支援輸送における支援ふ頭を担う港湾（重要機能・施設）や、経済活動維持輸12 

送のための拠点となる港湾（重要機能・施設）を軸として効率的、効果的な復旧を行えるよう13 

検討することが重要である。 14 

なお、基本方針を検討するにあたっては、広域港湾ＢＣＰ協議会において、第Ⅴ章（分析・15 

検討）の結果も踏まえ、十分な議論を経ることが望ましい。   16 

基本方針は広域港湾ＢＣＰにおける対応計画及びマネジメント計画の基本となるもので

あり、当該計画対象範囲内の地域や計画対象港湾の機能や特性、役割を十分把握の上、対

象とする危機的事象及び被災地支援輸送及び経済活動維持輸送において重要な役割を求め

られる港湾機能・施設（重要機能・施設）などを定める。 
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２ 実施体制の構築 1 

 2 

【解説】 3 

本ガイドラインでは広域港湾ＢＣＰ協議会を広域港湾ＢＣＰの策定主体及び同ＢＣＰに基4 

づくマネジメント活動の実施主体として想定している。 5 

同協議会の設立にあたっては、同協議会の事務局（原則として港湾管理者と管轄する国土交6 

通省地方整備局等）が調整のうえ、構成員を選定し全体的（関係者横断的）な体制を構築する。7 

なお、構成員の選定にあたっては、広域港湾ＢＣＰの実効性を高めるため、国土交通省地方整8 

備局や周辺自治体等を含め可能な限り多くの関係者で組織する必要がある 3,4。 9 

 10 

 
3 協 議 会 の 規 模 が 大 き く な り す ぎ る と 十 分 な 議 論 が で き な く な る な ど の 弊 害 が 生 じ る た め 、 必 要 に 応 じ て11 

部 会 の 設 置 を 行 う 。な お 、事 務 局 の 負 担 を 軽 減 す る た め 、既 存 協 議 会 や 各 港 振 興 協 会 等 の 枠 組 み を 活 用 し12 

て も 良 い 。  13 

4 各組織において実施責任及び権限を有する人員でなければ、マネジメント計画の実現は難しい。このため、広域港湾14 

ＢＣＰ協議会の構成員には、実施責任及び権限を有する人員を継続して確保し続けることが重要である。（序章＜本15 

ガイドラインが想定する港湾ＢＣＰの策定及び実施の主体＞参照）   16 

広域港湾ＢＣＰ協議会の設立にあたっては、原則として同協議会の事務局が構成員の選

定、規約案の作成を行う。設立後は、同協議会が広域港湾ＢＣＰの策定主体及び同ＢＣＰ

に基づくマネジメント活動の実施主体となる。 



 

- 17 - 

第Ⅲ章 計画対象範囲・港湾の検討等  1 

１ 広域港湾 BCP において想定する災害とその際の地域及び各港湾の被害想定 2 

 3 

【解説】 4 

被災地支援輸送に主眼を置いた広域港湾ＢＣＰにおいては、各地域における想定最大規模5 

の災害発生とそれに伴う計画対象範囲内の港湾の被災や活用可能性に留意しつつ、対応方策6 

を検討する必要がある。一方で、想定最大規模より規模の小さい災害（例えば、南海トラフ地7 

震の半割れタイプなど）においては、支援対象地域も想定最大規模に比して小規模となり、港8 

湾の被災の程度や被害範囲も異なると考えられることから可能な限り最大想定のみならず複9 

数の被災シナリオとその際の支援形態を想定することが望ましい。 10 

また、被災想定にあたっては、地域防災計画等に基づく被災想定や、内閣府中央防災会議が11 

想定する災害想定等を基に、季節的な海象条件（冬季の海象条件や夏季の台風に伴う高潮・高12 

波）及び集中豪雨や積雪等による複合的な影響の要素を組み合わせた検討が必要である。 13 

経済活動維持輸送に主眼を置いた広域港湾ＢＣＰにおいては、コンテナ物流をはじめとし14 

て、地域を超えたネットワークを形成していることから、特定地域の被災がより広範囲に及び15 

うる。そのため、地域内の港湾による連携に加え、地域を超えた範囲の港湾による機能の代替16 

等も視野に入れて、被害想定及び対応が必要となり得ることに留意が必要である。 17 

18 

広域港湾ＢＣＰの策定にあたっての被害想定は、様々な地域的範囲や被災の様相が想定

されるが、まずは想定最大規模の災害発生時を想定して検討を行うことが考えられる。 

特に被災地支援輸送を目的とする広域港湾ＢＣＰは、活動の緊急性が求められることか

ら、事前に複数の被災シナリオ及び複数の海上支援ネットワークを想定することが重要で

ある。 

また、経済活動維持輸送を目的とする広域港湾ＢＣＰは、コンテナ物流をはじめとして、

地域を超えたネットワークを形成していることから、被災地支援輸送における海上支援ネ

ットワークよりも広域的なネットワークを想定する必要がある。 
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２ 計画の対象範囲・対象港湾 1 

(1)計画の対象範囲 2 

 3 

【解説】 4 

従来の広域港湾ＢＣＰは、想定される災害の規模や被災エリアを踏まえ、比較的広範囲なエ5 

リアを計画対象としているが、第Ⅰ章１広域港湾 BCP の概要における「①被災地域における救6 

急救命活動支援や生活支援のための被災地支援輸送」のような、海上支援ネットワークを活用7 

した発災直後からの被災地支援輸送に重点を置いた計画においては、従来の広域港湾ＢＣＰ8 

に比して相対的に狭いエリアでの計画策定が想定される。 9 

また、能登半島地震にみるように、離島・半島といった条件不利地域等への被災地支援輸送10 

については、地理的・地形的特徴 5 を踏まえた計画対象範囲の設定が必要である。この地理的11 

・地形的特徴を踏まえると、計画の対象範囲としては都道府県や地方ブロックの境界をまたが12 

って設定することも想定される。 13 

なお、既に広域港湾ＢＣＰを策定しているものにあっては、既計画とは別に「被災地支援輸14 

送」のための広域港湾ＢＣＰを策定することも考えられるが、既往の計画対象範囲を細分化す15 

る形で、目的に応じた計画対象範囲を設定する等、重層的な計画対象範囲の設定による被災地16 

支援輸送に主眼を置いた広域港湾ＢＣＰの策定が想定される。 17 

既往の広域港湾ＢＣＰでは、計画の策定主体等を背景に、地方整備局管内のエリアを対象範18 

囲とするものや、南海トラフ地震において津波による被害が想定されるエリアを範囲とする19 

もの等様々であるが、本ガイドラインでは、交通インフラの脆弱性による被災地支援輸送の難20 

航が想定されるエリア等を加えた計画対象範囲を想定し、重層的な港湾間連携による広域港21 

湾ＢＣＰの策定及び既往計画の実効性向上を目指すものとする。 22 

 23 

 
5 被災地支援輸送は、地理的・地形的条件による計画対象範囲の設定が求められると同時に、被災地域の生活維持のた24 

めの支援の役割は、地域の生業（漁業農業及び伝統的な地場産業等）の維持・保全も同時に必要であることから計画25 

対象範囲の設定にあたっては、そうした生業に基づく地域的な一体性にも留意する必要がある。 26 

27 

広域港湾ＢＣＰの計画対象範囲は、地理的特性や他のインフラの整備状況等の地域の置

かれた状況、災害の規模・被災地域の拡がり等を踏まえ、その計画対象範囲を適切に設定

するものとする。 
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(2)計画対象の港湾 1 

 2 

【解説】 3 

既往の広域港湾ＢＣＰは、「経済活動維持輸送」を主眼としており、その対象範囲は主に人4 

口・産業集積が大きい地域、大規模災害による被災の影響範囲が広大である場合が多く、基本5 

的には重要港湾以上の港湾を計画対象の港湾としている。 6 

しかし、被災地支援輸送の対象とする地域に重要港湾以上の港湾が存在しない場合も想定7 

され、このような場合においては、地方港湾 6 の活用を積極的に検討する必要がある。地方港8 

湾を計画対象港湾に加えるにあたっては、以下の事項について、その活用可能性を検討すると9 

ともに、地域個々の状況を踏まえながら、被災状況に応じて、複数の海上支援ネットワークの10 

想定、ネットワークを形成する港湾の活用優先順位等の検討と計画上の位置付けが必要であ11 

る。 12 

① 被災地支援活動のための支援船舶の受入可能性の検証 7 13 

② 支援物資の荷役体制の確保可能性の検証8 14 

 15 

なお、ここで想定した計画対象の港湾はあくまで想定であることから、実際の災害時には被16 

害状況や支援ニーズ等により柔軟に対応することが肝要である。 17 

 18 

 
6 地方港湾のほか、離島等において定期航路が就航する大規模な漁港（3 種漁港等）の活用の可能性なども検証するこ19 

とが望ましい。 20 

7 「南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画（中央防災会議幹事会）」「首都直下地震における具21 

体的な応急対策活動に関する計画（中央防災会議幹事会）」における「海上輸送拠点」の位置付けの有無や、緊急時22 

の船舶係留の可能性の検証等が求められる。 23 

8 一般的に地方港湾では、平時の港湾物流の需要が重要港湾以上の港湾と比べ小さいことが多く、災害時の荷役体制の24 

確保が懸念されることから、荷役のための人員・資機材の確保の難易性等も検証することが望ましい。 25 

計画対象の港湾については、広域港湾ＢＣＰの目的等を踏まえ、計画対象範囲内の重要

港湾以上の耐震強化岸壁が整備済みの港湾を中心に、必要に応じ、地方港湾も加えた計画

とする。 

特に、被災地支援輸送を主眼とする広域港湾ＢＣＰにおいては、地理的・地形的条件等

によっては、地方港湾の活用が不可欠である場合も想定されることから、地方港湾の活用

可能性を検証しながら計画対象の港湾を位置付ける必要がある。 
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３ 広域・地域支援ふ頭による海上支援ネットワーク（現状および将来構想） 1 

 2 

【解説】 3 

被災地支援輸送における海上支援ネットワークの形成においては、主に重要港湾以上の港4 

湾が担うと想定される支援拠点（広域支援ふ頭）と、被災地域に近接する重要港湾以上の港湾5 

と地方港湾等が担うと想定される受援拠点（地域支援ふ頭、連携ふ頭、その他ふ頭）による、6 

災害時の被災地支援輸送の円滑化のための検討が求められる。 7 

また海上支援ネットワークの検討にあたっては、基幹的広域防災拠点等からのプッシュ型8 

支援の受け入れや、各地域で取組が進められている「命のみなとネットワーク」との連携につ9 

いても考慮する必要がある。 10 

主に受援側の拠点としての役割を想定する「地域支援ふ頭」「連携ふ頭」は、 11 

・支援船舶の広域支援ふ頭からの直接的な着岸を想定する水深 4.5m 以上の岸壁 12 

・支援物資の荷さばき・仮置き等を想定する荷さばき地、緑地、倉庫・上屋 13 

・港湾利用者等の一時避難等を想定する旅客施設、津波避難施設 14 

・被災地支援輸送ルートを形成する臨港道路、航路、泊地 15 

などの施設により構成される。 16 

 受援側に加え、支援側の拠点としての役割も想定する「広域支援ふ頭」は、上記に加え、海17 

上支援ネットワークにおいて支援先となる地域支援ふ頭・連携ふ頭・その他ふ頭への被災地支18 

援輸送を円滑に実施するために必要となる規模の岸壁、荷さばき地、緑地、倉庫・上屋等の施19 

設により構成される。 20 

なお、広域支援ふ頭及び地域支援ふ頭については、緊急物資輸送を想定した耐震強化岸壁が21 

整備済みまたは整備中であるふ頭もしくは、離島・半島において、周辺区域に当該ふ頭の他に22 

水深 4.5m 以上の岸壁が存在しない一般岸壁を有するふ頭を対象とし、連携ふ頭及びその他ふ23 

頭はそれ以外のふ頭であり、被災の程度により発災後において使用可能な場合に受援側の拠24 

点として活用を見込むふ頭を対象とする。 25 

円滑な被災地支援のため、被災地との往復や支援活動、支援側拠点での積み込み・補給等を26 

１日サイクルで実施することを念頭に置いたネットワークを検討することが重要である。 27 

・広域支援ふ頭は、能登半島地震の事例から、被災地での支援活動や支援側港湾での積み込28 

み・補給等の時間を考慮すると、地域支援ふ頭・連携ふ頭との間を片道４～５時間程度で29 

航行できる範囲9 に存することが望ましい（イメージとしては、各県１ヶ所程度） 30 

・地域支援ふ頭・連携ふ頭も同様に、道路ネットワークの災害発生後の混雑等による走行速31 

度の低下10 も考慮した上で、広域支援ふ頭から被災地へ1日サイクルでの支援を可能とす32 

る範囲に存することが望ましい（イメージとしては、離島であれば各島に１～２ヶ所程33 

度） 34 

 35 

また、海上支援ネットワークの検討にあたって考慮すべき事項の例について以下に示す。 36 

①  海上支援ネットワークを形成する港湾の位置付け 37 

：大型の支援船舶等の受入れが可能な、被災地域への支援拠点となるふ頭を有する港湾 38 

被災地支援輸送を目的とする広域港湾ＢＣＰにおいては、港湾間のネットワークを想定

するとともに、拠点となる個々の港湾における防災拠点としての機能形成のあり方を検討

する必要がある。 

海上支援ネットワークの想定にあたっては、被災地支援のための一次輸送拠点(広域支

援ふ頭)および被災地域での受入拠点となる二次輸送拠点(地域支援ふ頭、連携ふ頭、その

他ふ頭)を想定する。 



 

- 21 - 

：孤立地域等、被災地域への受援の拠点となるふ頭を有する港湾 1 

：複数の被災シナリオに基づき、複数のネットワークを想定 2 

②  支援船舶の受入れ可能性の検証 3 

：地域支援ふ頭、連携ふ頭、その他ふ頭（主として受援側の拠点の役割を想定） 4 

－計画的位置付けの有無 5 

港湾計画における大規模地震対策施設としての位置付け 6 

地域防災計画における海上輸送拠点としての位置付け 7 

大規模災害における広域的計画における位置付け（海上輸送拠点  ）の有無 8 

－港湾施設の整備状況および利用可能性 9 

整備済み施設のスペック（岸壁水深、延長等） 10 

荷さばき施設の耐震化・液状化対策の状況 11 

緊急輸送道路の指定等アクセス経路の状況 12 

一時保管場所の有無や耐震化の状況 13 

その他支援物資輸送等の障害となり得る事項 14 

－港湾施設の利用状況（災害時における緊急対応の支障となりうる平時の状況等） 15 

係留施設の利用状況（漁船、プレジャーボート等の常時係留による支障の懸念） 16 

荷さばき施設等における特定利用の常態化による緊急対応の困難性 17 

：広域支援ふ頭（上記に加え、支援側の拠点の役割も想定） 18 

－当該ふ頭における岸壁、荷捌き施設、一時保管施設等の耐震化状況 19 

－受援側の役割を担う際に必要な施設と支援側の役割を担う際に必要な施設を比較し、20 

どちらの役割も果たすことのできる規模の施設の整備状況 21 

③支援物資輸送体制の確保の検証 22 

－該当港湾の近傍における一時保管利用が可能な公共施設又は民間施設の有無 23 

－被災地支援輸送に必要な荷役機械等の資機材確保の可能性 24 

－荷役体制確保・支援の可能性 25 

地域支援ふ頭については、重要港湾からの距離やアクセス性が重要（近傍の重要港26 

湾の港湾運送業者の支援の可能性を検証する必要がある） 27 

 28 

以上を踏まえた、各ふ頭の目安となる考え方は以下のとおりである。 29 

広域支援ふ頭：背後に一定量の物資供給能力11を有し、基本的に水深10m を有する耐震強化30 

岸壁及び概ね1ha 以上の荷さばき地を有するふ頭 31 

※当該水深を有する耐震強化岸壁を有さない場合は、大型フェリーが着岸可能な7.5m 以上32 

の耐震強化岸壁。ただし、7.5m 以上の耐震強化岸壁がない地域においては、地域特性等も33 

踏まえ7.5m 以下の耐震強化岸壁も想定される。 34 

地域支援ふ頭：4.5m 以上の岸壁のうち耐震強化岸壁を有するふ頭 35 

連携ふ頭  ：4.5m 以上の岸壁のうち一般岸壁を有するふ頭 36 

※耐震強化岸壁の計画がある岸壁は連携ふ頭に位置付け 37 

その他ふ頭 ：上記のふ頭以外で、受援対象となるふ頭（水深規定なし） 38 

※耐震強化岸壁を有する場合は、その他ふ頭（耐震強化岸壁有）とする。また、漁港もその39 

他ふ頭として整理。 40 

 41 

海上支援ネットワークの検討にあたっては、管内を広域的に管轄する地方整備局等と各港42 

湾を管理する港湾管理者が、地域の事情を十分に考慮し、双方が連携した上で対応する必要が43 

ある。 44 
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なお、これらの検討はあくまで現状の施設整備状況等に基づいて検討を行うこととするが、1 

併せて今後の施設整備等を想定した海上支援ネットワークの将来構想についても検討するこ2 

とが望ましい。 3 

 4 

図２－Ⅲ－１ 海上支援ネットワークのイメージ 5 

 6 

 
9 一般的なフェリーの航行速度（約 20kt≒約 37km/h）であれば約 150～185km 程度となる。 7 
10 港湾投資の評価に関する解説書 2011 では、発災後 1 ヶ月間の速度低下を見込んだ平均速度は、高速道路 30km/h、一8 

般道路 15km/h としている（港湾投資の評価に関する解説書 2011 p.2-1-28）。 9 

11 背後に一定の人口集積や都市機能等を有することを意味する。 10 

11 
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第Ⅳ章 分析・検討（影響度分析・リスク分析）  1 

１ 分析・検討のねらい 2 

 3 

【解説】 4 

広域港湾ＢＣＰの策定にあたっては、計画対象範囲の各種港湾の機能不全による影響につ5 

いて、広域港湾ＢＣＰの活動目標に即した検討が求められる。 6 

被災地支援輸送は、平時には求められない機能であることが多く、被災港湾の港湾物流機能7 

回復と並行した活動となることも想定されることから、関係者の合意形成が図りやすい分析・8 

検討が求められる。 9 

経済活動維持輸送は、当該計画対象地域の港湾が担うコンテナ、バルク等の幹線物流機能を10 

踏まえて、ネットワーク形成の観点から分析・検討する必要がある。その際、個々の港湾に加11 

え、ネットワークを形成する航路や背後道路を対象とした上での分析・検討が重要である。 12 

また、計画対象範囲内の各港湾ＢＣＰにおける分析・検討結果を総合的に勘案した上で、広13 

域港湾ＢＣＰの分析・検討を行う必要がある。  14 

広域港湾ＢＣＰは、各港湾の港湾ＢＣＰに比べ、計画の対象範囲が広く、協議会の構成員

が多くなることが想定されることなどから、広域港湾ＢＣＰの主眼である港湾間連携活動

の必要性に関する共通認識を醸成し、港湾間及び関係者間の連携の実効性確保のための分

析・検討がより重要になる。 
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２ 分析・検討のポイント 1 

 2 

【解説】 3 

《影響度分析・リスク分析の基本的な考え方》 4 

港湾ＢＣＰと同様に、広域港湾ＢＣＰの検討においても災害発生による港湾施設の機能喪5 

失やそのリスクの有無は極めて重要であり、計画対象範囲内の港湾における個別の港湾ＢＣ6 

Ｐにおける分析検討内容を踏まえた上で、影響度やリスク分析を実施する必要がある。 7 

被災地支援輸送においては、港湾施設の機能が喪失した場合の人員・物資等の輸送の開始時8 

期の遅れなど、影響度及び機能喪失の期間による影響度の変化を時系列で評価することが望9 

ましい。 10 

以下、基本的には個別の港湾ＢＣＰと同様の手法であるが、主な影響度分析とリスク分析の11 

方法を示す。以下に示す方法について、計画対象範囲内の主要な港湾について分析・検討が求12 

められる（詳細については、「港湾の事業継続計画策定ガイドライン（港湾ＢＣＰ策定ガイド13 

ライン）（改訂版）令和７年５月」第２部第Ⅲ章も参照されたい。）。 14 

分析・検討においては、影響度分析及びリスクの分析・評価を実施し、相互に連携させる15 

必要がある。これら検討の一連の流れを図２－Ⅳ－１に示す。 16 

まず、影響度分析では、当該港湾における各施設の機能が中断・喪失した場合の影響度の17 

評価を実施し、港湾の運営にあたって重要な機能・施設を特定し、特定した機能・施設に係18 

る重要経営資源を明確化し、目標復旧時間及び目標復旧レベルを設定する。さらに、リスク19 

分析・評価において、リスクの特定、明確化された重要経営資源に対し、重要経営資源のボ20 

トルネック抽出を実施し、復旧に要する期間及び水準を見積もる。リスク評価の成果として21 

最も重要な情報は、予想復旧時間及びレベルの算出であり、顧客要請に応えるため、これら22 

が顧客である荷主や船社が求める目標復旧時間及びレベル以下となるよう、対応計画等を検23 

討する必要がある。 24 

上記の検討にあたっては、広域港湾ＢＣＰの計画対象港湾の個々の港湾での分析・検討を25 

踏まえるとともに、広域港湾ＢＣＰの影響度分析・リスク分析においては、個々の港湾に加26 

え、航路（特に、港湾法第 55 条の３の４及び第 55 条の３の５に基づく開発保全航路及び緊27 

急確保航路）、背後道路も含めたネットワークを対象とした分析・検討内容を実施する必要28 

がある。また、背後道路については、道路啓開計画との整合にも留意する必要がある。 29 

なお、分析・検討は広域港湾ＢＣＰの計画対象範囲にある港湾の機能（コンテナターミナ30 

ル、内貿ユニットロードターミナル、バルク系ふ頭等）に即して実施するものであるが、特31 

にコンテナターミナルは物流機能維持のための各種リソースや利用荷主等が多岐にわたって32 

いることから、より詳細な検討が求められる。  33 

広域港湾ＢＣＰにおける災害発生による影響度やリスク分析については、計画対象範囲

内の港湾における個別の港湾ＢＣＰにおける分析・検討内容を踏まえた上で、広域港湾Ｂ

ＣＰの活動目標に即した検討が求められる。 

被災地支援輸送においては、計画対象範囲の被災地域における住民の生命及び生活や、

地域の生業の早期機能回復にとって、港湾の機能不全が、どのような影響を受けるのかを、

定量的指標を含めて検討する必要がある。 
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 6 

 7 

 8 

 9 

 10 
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 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

図２－Ⅳ－１ 広域港湾ＢＣＰ策定のための分析検討の手順 30 

 31 

《影響度分析》 32 

施設の被災把握だけでなく、特に被災による機能の中断・喪失等のリスクの有無が極めて重33 

要である。このため、港湾ＢＣＰの基本方針や対応計画等を検討する上では、当該港湾におけ34 

る各施設の機能が中断・喪失した場合の影響度及びその期間による影響度の変化を時系列で35 

評価しておくことが不可欠である。影響度分析の検討に関して、表イメージを以下に示す。 36 

○ 影響度分析等（需要側） 

計画対象港湾における広域連携の観点での 

重要機能の特定 

目標復旧時間・目標復旧レベル（Ａ） 

の検討・決定 

リスクの特定 

航路等のネットワークにおける重要経営資源（注 1）の明確化 

○ 復旧目標と復旧予想の比較による検証 
ex：Ａが大（目標＞予想）  
          ⇒ＯＫ 

：Ｂが大（予想＞目標）  
         ⇒×⇒リスク対応計画（対応計画及

びマネジメント計画）見直し 

リソース（注 2）の復旧予想時間・ 

水準（Ｂ）の推定 

ＡとＢの比較等 

○ リスクの特定・分析・評価（供給側） 

需要側アプローチ 供給側アプローチ 

ネットワークでの評価による 

ボトルネックの抽出 

船社・荷主との調整 

注 1：施設・設備(航路、岸壁、ヤード、貨物蔵置施設、各種荷役機械、CIQ 関連施設、臨港道路等) 
：人的資源(港湾運送事業者、荷役機械ｵﾍﾟﾚｰﾀ、綱取り作業員、水先人、港湾管理者、CIQ 職員、保安

部職員、運輸関連ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ等) 
：情報・通信(SeaNACCS、出入管理等 SOLAS ｼｽﾃﾑ、TOS、ポートラジオ等) 
：事務所・建物(管理棟、CIQ 関連施設、旅客等ﾀｰﾐﾅﾙ施設、関連事業者事務所施設) 
：外部施設(電力、通信、上下水道、ガス、燃料等) 

注 2：上記の重要経営資源のうち、被災によって復旧のボトルネックになる可能性のある経営資源 
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表２－Ⅳ－１ 被災地支援輸送に係る機能を喪失した場合の影響の評価（例） 1 

 2 

 3 

 4 

《目標復旧時間・目標復旧レベル》 5 

目標復旧時間・目標復旧レベルの検討については、計画対象範囲の個々の港湾ＢＣＰを勘案6 

しながら、広域港湾ＢＣＰとしての目標を検討するものとする。 7 

なお、被災地支援輸送においては、最も緊急性の高い災害対応活動であることを勘案し、計8 

画対象範囲内の地域防災計画との整合性に留意した検討が求められる。 9 

また、経済活動維持輸送についての考慮にあたっては、ＣＴの被害状況に応じて管内外の代10 

替港を活用する場合も想定されることから、こうした可能性も踏まえ、代替港等の活用判断に11 

資するよう、許容限界期間及びレベルに係る検討もなされることが望ましい。この際、各港で12 

設定した許容限界期間及びレベルは、各地域における広域港湾ＢＣＰ協議会においても共有13 

しておくことが必要である。 14 

 15 

表２－Ⅳ－２ 目標復旧時間と目標復旧レベルの設定例（視点別） 16 

（被災地支援輸送に係る目標設定） 17 

 18 

  19 

～24時間 ～48時間 ～72時間 ～96時間 ～１週間 ～２週間 ～３週間 ～４週間

発災直後の救急救命
活動への対応

被災による疾病者等 中 大 大 大 大 大 大 大 1日 60%
目標が達成できない場合は、代替港利

用や代替手段による対応を検討

プッシュ型緊急物資
輸送への対応

孤立地域等の被災住民等 小 小 中 大 大 大 大 大 2日 70%
目標が達成できない場合は、代替手段
による対応を検討

プル型緊急物資輸送
への対応

日常生活維持が困難な被災住民 小 小 小 中 大 大 大 大 6日 90%
目標が達成できない場合は、代替港利
用による対応を検討

備考視点 主な関係者
被災支援輸送のための重要施設等の機能喪失の影響 目標復旧

時間(RTO)
目標復旧
ﾚﾍﾞﾙ(RLO)

視点 基準 基準点
発災直後の救急
救命活動

救急救命活動のための人員輸送について背後地域の必要性や
活動拠点形成の可能性に応じてランク付け

30 Ａ 30 Ｃ 10 Ｂ 20 Ａ 30 Ａ 30 Ｃ 10

プッシュ型緊急
物資輸送

生活必需品等のプッシュ型緊急物資輸送について、背後地域
の需要や荷役場所確保可能性に応じてランク付け

20 Ａ 20 Ｂ 10 Ｂ 20 B 20 Ａ 20 Ｂ 10

プル型緊急物資
輸送

日常生活の維持支援に必要なプル型の緊急物資輸送における
背後地域の需要や荷役場所確保可能性に応じてランク付け

20 Ｂ 10 Ｂ 20 Ｂ 10 B 10 Ａ 20 Ｂ 10

地域のコミュニ
ティの維持保全

地域コミュニティ維持のための各種支援活動拠点(給水・入
浴・医療サービス等)の必要性に応じたランク付け

10 Ｂ 5 Ｃ 0 Ａ 10 Ｃ 0 Ｂ 5 Ｃ 0

地場産業等の継
続支援

地域の生業（漁業、地場産業等）維持のために必要な人員、
資材等の輸送の必要性、緊急性等に応じたランク付け

10 Ａ 10 Ｂ 5 Ａ 10 Ｃ 0 Ａ 10 Ｃ 0

その他の総合的
支援活動

仮設住宅用地、災害ガレキ仮置き場等の場所の確保可能性 10 Ｂ 5 Ｃ 0 Ａ 10 B 5 Ａ 10 Ａ 10

100 80 45 80 65 95 40総得点

判断基準

重要な被災地支援拠点の特定

港湾Ｅ

（●●ふ頭）

特定② 非特定 特定③ 非特定 特定① 非特定

港湾A

（●●ふ頭）

港湾Ａ

（●●ふ頭）

港湾Ｂ

（●●ふ頭）

港湾Ｃ

（●●ふ頭）

港湾Ｄ

（●●ふ頭）
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 1 

表２－Ⅳ－３ 目標復旧時間と目標復旧レベルの設定例（活動内容別） 2 

（被災地支援輸送に係る目標設定） 3 

 4 

 5 

《リスク分析・評価》 6 

リスクの分析・評価は、港湾の機能を中断させるおそれのある危機的事象（リスク）を特定7 

し、重要機能・施設が必要とする明確化された重要経営資源に対して、重要経営資源のボトル8 

ネックの抽出を実施し、当該重要経営資源の予想復旧時間と予想復旧水準を推定する。 9 

航路・泊地（啓開） 港湾管理者

タグ・水先(必要に応じ) タグ・水先

船舶無線連絡対応 港湾管理者

入出港許可等 港湾管理者

岸壁（復旧） 港湾管理者

エプロン・ヤード（復旧） 港湾管理者

接岸許可 港湾管理者

綱取り 港湾運送事業者

支援団体ベースキャンプ 港湾管理者・支援機関

荷役場所確保 港湾管理者

一時保管場所等の確保 港湾管理者、倉庫業者

緊急輸送路等への接続確認 港湾管理者・自治体

12日 70%

入港船舶に応じた航路
水深の確保
 大型船＝-10.0ｍ
 小型船＝ー3.0m
タグ・水先利用不可

入港船舶に応じた岸壁
前面水深の確保
 大型船＝-10.0ｍ
 小型船＝ー3.0m
岸壁背後大型車両走行
路限定
綱取り利用可能

支援機関等の集結場所
確保
夜間用投光器等の利用
可能
臨港道路、緊急輸送路
は幅員制限で通行可能

6日 90%

荷役作業場を●㎡確保
物資の一時保管場所●
㎡確保
臨港道路・緊急輸送路
片側通行可能

12日 70%6日 90%

入港船舶に応じた岸壁
前面水深の確保
 大型船＝-10.0ｍ
 小型船＝ー3.0m
岸壁背後大型車両走行
路限定
綱取り利用可能

支援船の入出港

支援船の接岸・離岸

必要な業務
港湾及び関連施設の

運営資源
担当機関等

発災直後の救急救命活動への対応 プッシュ型緊急物資輸送への対応 プル型緊急物資輸送への対応

90%

入港船舶に応じた水深
の確保
 大型船＝-10.0ｍ
 小型船＝ー3.0m
タグ・水先利用可能

3日

95%

95%

95%

3日

3日

救急救命活動のベー
スキャンプや輸送物

資の荷役・保管場所

の確保

目標復旧
時間(RTO)

目標復旧
ﾚﾍﾞﾙ(RLO)

サービス水準
目標復旧
時間(RTO)

目標復旧
ﾚﾍﾞﾙ(RLO)

サービス水準
目標復旧
時間(RTO)

目標復旧
ﾚﾍﾞﾙ(RLO)

サービス水準

荷役作業場を●㎡確保
物資の一時保管場所●
㎡確保（民間倉庫使用
可）
臨港道路・緊急輸送路
通行可能

12日 70%

入港船舶に応じた水深
の確保
 大型船＝-10.0ｍ
 小型船＝ー3.0m
タグ・水先利用可能

入港船舶に応じた岸壁
前面水深の確保
 大型船＝-10.0ｍ
 小型船＝ー3.0m
岸壁背後大型車両走行
可能
綱取り利用可能

6日
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《リスクの特定》 1 

リスクの特定手法としては、次のようなステップで実施することが考えられるが、影響度の2 

検討が必要なため作業手順としては、以下①②を踏まえて実施することが望ましい。 3 

 4 

①  危機的事象の洗い出し 5 

計画対象範囲内にある港湾の機能の中断・低下を引き起こす可能性がある危機的事象を6 

洗い出す。この洗い出しについては、極力発生し得る全てのものを考慮する。 7 

可能性のある危機的事象には様々な種類があるが、例えば、以下のような事象が考えら8 

れる。 9 

a.地震・津波など予見不可能な危機的事象：災害の発生が予見できないため、常日頃から10 

発生に備えておく必要がある。 11 

b.台風等の事前に予見が可能な機器的事象：災害発生が予見される直前の対応等の準備に12 

ついて、事前に準備開始時間や準備する内容を検討しておく必要がある。 13 

c. 広域災害の危機的事象：多くの人員・資機材に甚大な被害を与えるため、大規模な被害14 

が想定される他の危機的事象にも応用が利く。一方、道路等他のインフラや・電気・通15 

信等のライフラインの被害も考える必要があるため、分析・評価が難しい。 16 

d. 火災など当該港湾のみが被災する危機的事象：荷主は直接的に被災しないため、平時17 

の物流機能の速やかな回復が求められる（許容される中断時間が比較的短い）。荷主や18 

ライフラインは被害がないので、分析・評価はあまり難しくない。 19 

e. 感染症等の段階的に発生する危機的事象：段階的かつ長期的に影響を与えるため、操20 

業レベルを維持するための対策が重要となる。なお、詳細については、別途策定してい21 

る「感染症編」を参照されたい。 22 

※上記以外にも、1 つの危機的事象の発生が他の事象を連鎖的に発生させる、といったケ23 

ースも必要に応じて考慮することが望ましい。 24 

 25 

②  リスクマッピング 26 

①で洗い出された危機的事象について、数値シミュレーションや文献等を活用し、発生27 

の頻度（可能性）及びその影響について定性的に評価し、優先的に対応すべき危機的事象28 

の種類を特定し、順位付けする。 29 

図２－Ⅳ－１にリスクマッピングの例を示す。この図でまず優先的に対応すべき危機的30 

事象は、発生の頻度が高く、かつ影響も大きい事象①である。ただし、一般的にこのよう31 

な重大な危機的事象については、既に回避されているか対策を実施済みの場合が殆どであ32 

る。このため、対応すべき危機的事象は、通常、事象②もしくは事象③となる。事象④に33 

ついては、対応すべきか否かを検討することとなる。 34 

また、リスクマッピングの際は、気候変動により災害が頻発化していること等も踏ま35 

え、複合的災害発生（地震後の台風、高潮、豪雨や積雪等）に伴う影響の拡大等にも留意36 

する必要がある。加えて、港湾への電力供給途絶による大規模停電に伴う、ＣＴにおける37 

電力喪失にも留意した検討が求められる。 38 

 39 

③  リスクの詳細分析 40 

②で優先的に対応すべき危機的事象を特定した後、さらに、その危機的事象の発生に41 

より生じるリスクをより詳細に検証する必要がある場合は、特定した危機的事象による42 

リスクを細分化し、そのリスクごとに②と同様の手法で分析する。これは、重要機能・43 

施設に対して行うことが一般的である。 44 
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 1 

 2 

図２－Ⅳ－２ リスクマッピングの例 3 

 4 

《リスクの分析・評価、予想復旧時間と予想復旧水準の推定》 5 

リスクの分析・評価は、重要機能・施設の実行に必要となる明確化された重要経営資源に対6 

して、重要経営資源のボトルネックの抽出、当該重要経営資源の予想復旧時間と予想復旧水準7 

の推定から構成される。 8 

対策の検討にあたっては、あらかじめ危機的事象の発生時に重要機能・施設の機能を継続又9 

は早期に復旧する上で、必要不可欠となる人的・物的資源を可能な限り把握・整理しておく。10 

また、その中で、その確保の可否が重要機能・施設の機能の継続又は早期復旧を大きく左右す11 

るものを「ボトルネック」として把握し、対応計画及びマネジメント計画でその対応を検討す12 

る。 13 

ボトルネックの抽出の一般的な方法としては、まず、重要機能・施設の機能を維持する上で14 

不可欠な人員・資機材をもれなくリストアップする。次いで、危機的事象の発生による人員・15 

資機材に対する被害（入手可能時間の遅れなども含む）及びこうした人員・資機材の被害を前16 

提とした「現状で可能な復旧時間」（以下「予測復旧時間」という）、「現状で可能な復旧レ17 

ベル」（以下「予測復旧レベル」という）を推定する。この予測復旧時間と予測復旧レベルも、18 

目標復旧時間と目標復旧レベルの関係と同じく、連動して検討されることとなる。当然なが19 

ら、予測復旧時間や予測復旧レベルは、把握した関係者のニーズを踏まえた目標復旧時間や目20 

標復旧レベルの「案」を満たしていないことが多い。そこで、その時間・レベルのギャップが21 

大きく、重要機能・施設の機能継続又は早期復旧を左右する人員・資機材をボトルネックとし22 

て抽出して設定する予想復旧時間及びレベルについて、顧客である荷主や船社が求める目標23 

復旧時間及び目標復旧レベル以下となるよう検討する必要がある。  24 

起
こ
り
や
す
さ 
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第Ⅴ章 対応計画の検討  1 

１ 被災地支援輸送 2 

(1) 被災地支援輸送に従事する船舶の想定 3 

 4 

【解説】 5 

被災地支援輸送を円滑化するため、事前に被災地支援輸送に従事する船舶とそれに対する6 

対応策を想定しておくことが重要となる。 7 

大規模災害時の被災地支援輸送においては、緊急性の高い救急救命活動やプッシュ型支援8 

による救援物資輸送を、できるだけ被災地の近傍で大量に輸送する必要性があることから、大9 

型船舶による輸送を想定する必要がある。しかし、救援が必要な被災地の地理的条件等によっ10 

て、大型船舶の着岸可能な施設が整備されていない地域においては、相応の船舶の利用を想定11 

する必要がある。 12 

広域支援ふ頭や地域支援ふ頭のうち規模の大きなふ頭においては、比較的喫水の深い自衛13 

隊の艦艇や民間のフェリー・ＲＯＲＯ船等の大量一括輸送が可能な船舶による支援物資輸送14 

やホテルシップ等による支援活動が想定される。また、貯油施設等が立地するふ頭において15 

は、タンカー等による燃料の輸送も想定される。 16 

地域支援ふ頭のうち規模の小さなふ頭においては、比較的喫水の浅い艦艇や民間のフェリ17 

ー・ＲＯＲＯ船等により、広域支援ふ頭等とのピストン輸送などが想定されるほか、「命のみ18 

なとネットワーク」との連携等、小型船舶を活用した支援活動の実施も想定される。 19 

また、航路啓開等の海上作業や復旧資材の運搬等に従事する作業船の利用も想定される。 20 

 21 

いずれの港湾においても、津波の発生等被災状況によっては深浅測量や航路啓開が必要と22 

なる場合があることから、測量機器を搭載した業務艇・調査船や漂流物の回収や沈降した支障23 

物を撤去するための清掃船、作業船（グラブ浚渫船／起重機船／クレーン付き台船等）の手配24 

・入港も想定しておく必要がある。 25 

また、支援物資輸送がプッシュ型からプル型に移行した後も、インフラの復旧状況等によ26 

り、給水支援や燃料等の輸送、ホテルシップによる入浴支援、復旧資材の運搬など、発災から27 

の時間経過とともに被災地支援輸送の内容が変化していくことも想定しておく必要がある。 28 

被災地支援輸送に従事する船舶については、海上支援ネットワークを形成する支援側、

受援側の港湾における岸壁のスペックや周辺の定期航路の状況等を勘案して想定する。 

海上ルートからの支援にあたっては、自衛隊の艦船や海上保安庁の巡視船、民間のフェ

リー・ＲＯＲＯ船、作業船等の船舶の活用が想定されるところ、船舶の運用状況や周辺の

定期航路の就航状況等を踏まえ、想定される被災地支援輸送に従事する船舶について検討

する。 
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(2) 被災地支援輸送のための利用可否判断、応急復旧、航路啓開、利用調整等の初動対応 1 

 2 

【解説】 3 

被災地支援輸送では、救急救命活動やプッシュ型緊急物資輸送等について、72 時間目標と4 

いう緊急性の高い初動活動が実施され、被災地域の周辺地域においては、限られた人員・資機5 

材での初動対応が必要になると想定される。 6 

初動対応にあたっては、発災後の状況を地図上で可視化し、行政及び民間の関係者が当該地7 

図情報を踏まえて、対応を検討することも重要である。その際、国土交通省では、被害情報等8 

を地図上で把握するためのツールとして、統合災害情報システム（ＤｉＭＡＰＳ）13 も提供し9 

ていることから、これらツールなども活用して、関係者による状況の認識の共有化に努めるこ10 

とが望ましい。 11 

各港湾の港湾ＢＣＰに基づき、限られた人員・資機材により初動対応を迅速に行うために12 

は、被災状況や被災地支援輸送に従事する船舶のニーズ等から、初動対応を行う港湾施設の優13 

先順位を決定する等、トリアージ的な視点を持って実施することも想定されることから、災害14 

時の優先順位の考え方等について事前に検討する必要がある。 15 

また、被災地支援輸送の実施において、計画対象外かつ当該地方整備局等の管轄外の港湾と16 

の連携が必要となる場合は、防衛省本省及び海上保安庁本庁との支援船入港に係る調整など、17 

国土交通省港湾局を通じた調整が必要となることも想定されることから、実施体制において、18 

当該地方整備局等の管轄外の港湾に係る調整機関として国土交通省港湾局も位置付けておく19 

のが望ましい。 20 

また航路啓開においては、港湾区域内のみならず、開発保全航路、緊急確保航路等の港湾区21 

域外の啓開作業も同様に重要であるところ、災害時に限られた作業船等の資機材での対応を22 

想定した優先順位の考え方を事前に検討しておくことが重要である。 23 

なお、航路啓開等の応急復旧活動において、計画対象範囲内では人員・資機材等が不足する24 

可能性も想定されることから、計画対象範囲外の地域との相互融通体制の構築に努める必要25 

がある。 26 

 27 

 
12 港湾法第 55 条の 3 の 3 に基づく要請を行うことも含む。なお、広域支援ふ頭は、海上支援ネットワークの中では比28 

較的軽微な被災に留まる可能性があるが、施設被害が軽微であっても、支援船舶等の入港が増加し、港湾の機能に支29 

障が生じる場合（恐れがある場合を含む）については、港湾法第 55 条の 3 の 3 の適用対象となる。 30 

13 統合災害情報システム（Dimaps）は、地震や風水害などの自然災害発生時に、現場からの災害情報を収集して、Web31 

地図上に表示するシステムであり、震源・震度情報、防災ヘリ撮影画像、TEC-FORCE からの被害情報等を地図上に表32 

示できることから、災害情報の迅速な把握や被害の全体像の把握に活用できる。 33 

  34 

被災地支援輸送にあたっては、被災者支援のための緊急的な対応が最重要課題であり、

港湾施設の点検・利用可否判断、応急復旧、航路啓開、船舶の利用調整等 12 の対応が求め

られる。 

これらの対応について、発災直後の限られた人員・資機材で対応することが想定される

ことから、対象とする港湾の優先順位の考え方を事前に検討する必要がある。 

また、初動対応に必要な人員・資機材について、計画の対象範囲内の応援体制の構築や

対象範囲外への応援要請の手順等についても検討する必要がある。 
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(3) 時間経過による支援物資のニーズの変化や平時貨物需要の回復等への対応 1 

 2 

【解説】 3 

被災地支援輸送は、初動の救急救命活動（主として救急救命活動のための人員輸送）から始4 

まり、支援物資輸送についても生命維持（水・食料、医薬品）から生活維持（燃料、衣料、日5 

用品）、生活再建支援（仮設住宅資機材等）等、時間の経過とともに貨物が変化することから、6 

必要な施設や荷役体制等を状況に応じて変更する等の対応が必要である。 7 

このため、フェーズごとの対応やフェーズの切り替え等について、事前に検討することが望8 

ましい。 9 

また、特に広域支援ふ頭等の支援側においては、被災地支援輸送と並行して平時貨物需要が10 

回復していくことも想定されることから、限られた港湾施設の有効活用のための利用調整等、11 

双方の両立させるための対応策について検討しておくことが望ましい。 12 

13 

被災地支援輸送においては、災害発生からの時間経過に応じて輸送内容が変化すること

が想定され、輸送の内容に応じた荷役体制の構築が求められる。 

加えて、一定の時間経過後の支援を担う港湾においては、一般貨物輸送の回復が進むこ

とから、被災地支援輸送と一般貨物輸送との港湾施設の利用調整や荷役体制の再編等に留

意した荷役体制の構築が求められる。 
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２ 経済活動維持輸送（コンテナ貨物、バルク貨物等幹線貨物） 1 

(1)幹線貨物の種類・貨物量の想定と港湾施設の被災状況に応じた対応 2 

 3 

 4 

【解説】 5 

経済活動に係る幹線貨物輸送の機能継続のためには、当該港湾の背後地域、背後の輸送圏域6 

における経済活動の回復状況に応じた対応が必要であることから、平時の各港の物流機能を7 

把握するとともに、背後の産業活動におけるサプライチェーンなどの重要要素を整理し、それ8 

ら機能回復ニーズと港湾施設及び荷役システム等の被災状況を踏まえた効率的な対応計画を9 

策定する必要がある（第Ⅳ章 分析・検討結果を反映）。 10 

具体的には、以下のような観点が重要である。 11 

 幹線貨物の種類、量及び背後圏におけるサプライチェーン維持のためのリードタイム等の12 

制約など詳細な物流ニーズの把握 13 

 背後圏の各種産業活動の機能回復状況の想定 14 

 港湾統計や全国輸出入コンテナ貨物流動調査、ユニットロード貨物流動調査等の統計の活15 

用及び、必要に応じた港湾関係者（港湾運送事業者、船舶代理店、主要荷主等）への聞き16 

取り調査等の実施 17 

 輸送機能を構成する港湾施設や荷役システム等に関して、計画対象範囲にある各港ＢＣＰ18 

と連携した実態把握。特に、役割分担が多岐にわたるコンテナ貨物輸送に係る荷役システ19 

ム等の防災対策に加え、大規模停電時に対応するＣＴの電源供給確保及び通信システム保20 

全対策 21 

 22 

幹線貨物のうち、バルク系幹線貨物については、大半の産業が港湾直背後に立地しているこ23 

とから、港湾間の機能代替が困難である場合が多く、被災した港湾における港湾施設の機能回24 

復の迅速性が求められることから、それら港湾施設の耐震化や減災対策等の状況把握に基づ25 

いた対応計画を策定する。 26 

特に、背後圏域のエネルギー補給を担う製油所、油槽所、発電所等を有する港湾においては、27 

その機能回復の緊急性は、被災地支援輸送と同等であることにも留意する必要がある。 28 

 29 

広域港湾ＢＣＰにおける経済活動維持輸送の対応計画は、想定する物流機能の復旧目標

に応じて策定する。 

同計画の検討にあたっては、計画対象範囲内の各港湾の物流機能（種類別貨物量、荷役

形態別の貨物量、定期航路の就航状況、取扱貨物別の背後圏域、時期による変動等）の現状

とともに、各港湾の港湾施設の耐震化状況及び物流活動の基盤となる各種インフラ（電力、

通信システム、ＴＯＳ（ＣＴ））の強靭化対策等を把握しておく必要がある。 



 

- 34 - 

(2)想定する港湾・施設や代替港湾・施設の想定 1 

 2 

 3 

【解説】 4 

経済活動維持輸送においては、大きくコンテナ貨物、フェリー・RORO 輸送及びバルク系貨5 

物輸送（特に、エネルギー系貨物輸送）の物流特性や、港湾を利用する背後圏域の産業別の災6 

害対応方針等を踏まえ、災害時等において優先的に活用する港湾及び港湾施設を想定した対7 

応が重要である。 8 

 9 

《コンテナ貨物の代替輸送を含めた機能回復のための活用港湾の想定》 10 

港湾施設の被災状況を踏まえたシナリオに基づき、優先的な対応を想定する。 11 

①  複数のＣＴを有する港湾の耐震強化岸壁や被災を免れた非耐震岸壁（被災率から想12 

定）の活用。なお、ＣＴが単一の場合、近隣港湾のＣＴによる機能代替について想定13 

する必要がある。 14 

②  港湾間連携が可能な近隣港等の活用。コンテナ貨物輸送は、背後圏の陸送（ドレージ15 

等）によって機能が完結しており、背後圏域が類似である場合、代替輸送の可能性が16 

高くなる。そのため、被災港湾に隣接・近接する港湾が災害時の代替港として活用可17 

能であるかを検討することが有効である。なお、特定の港 14 等の大規模な港湾におい18 

ては、多種多様な航路や貨物、及び荷主のニーズに対応可能となる災害時の代替港を19 

検討する必要がある。 20 

上記に加え、取扱品目や既存の航路ネットワークの共通性等も踏まえ、活用を想定する代替21 

港湾を検討する必要がある。 22 

 23 

《バルク系貨物（国際バルクを含む）輸送の代替輸送を含めた機能回復のための活用港湾等24 

の想定》 25 

類似のバルク貨物を取扱っている港湾間の連携の可能性はあるが、代替港湾から荷主（被災26 

港湾の直背後等に立地）までの陸送経費が抵抗要因となって長期間の代替輸送は困難であり、27 

代替輸送実施期間等を限定した取組み等を想定する必要がある。 28 

エネルギー系バルク輸送にあたっては、中長期的なストックの安全率が高く、機能回復の緊29 

急性が、他のバルク貨物より低いと思われるが、背後圏域の経済活動維持に不可欠な直接的な30 

燃料供給等の機能回復の緊急性は高い。そのため、エネルギー系バルク輸送については、資源31 

エネルギー庁等の調整に基づく対応が求められると想定されることから、それらの対応計画32 

を踏まえた機能回復のあり方を想定する必要がある。 33 

 
14 特定の港とは、京浜港（東京港、横浜港及び川崎港）、名古屋港、大阪港、神戸港、博多港の５港を指す。 34 

経済活動維持輸送においては、取扱貨物の種類にもよるが、大規模災害や大規模停電等

による被災状況を勘案しながら、より迅速な機能回復を実現するために活用すべき港湾及

び港湾施設（代替港湾・施設を含む）の優先順位を想定した対応を行う。 

特に、コンテナ貨物輸送の場合は、広域及び近隣のＣＴを有する港湾による機能代替を

想定する（就航航路の共通性、取扱い量・品目に応じた代替可能性）等、被災状況に応じた

機能回復シナリオに基づくシミュレーションを行うことが望ましい。 

バルク貨物輸送の場合は、利用港湾の代替性が低いことから、個々の背後企業の企業Ｂ

ＣＰの策定推進やエネルギー系貨物を扱う広域的な企業間連携方策等を踏まえた活用港湾

及び港湾施設の想定が求められる。 
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(3)初動対応に関する体制構築の優先順位・関係者の役割分担の検討 1 

 2 

 3 

【解説】 4 

経済活動維持輸送については、コンテナ物流、フェリー、RORO、バルク輸送と輸送内容毎に5 

関係する機関等も異なり、関係者が多岐にわたることから、災害発生時の対応において調整が6 

必要となる関係者が参画した体制を構築する必要がある。 7 

陸域側の港湾施設の利用可否判断等については、幹線貨物輸送対応の耐震強化岸壁を基本8 

として、発災直後の被災地支援輸送における初動対応手順の検討を参考にするとともに、港湾9 

管理者をはじめとする関係者の情報提供内容、協議・調整方法といった取組の優先順位の考え10 

方を検討する必要がある。 11 

初動対応にあたっては、発災後の状況を地図上で可視化し、行政及び民間の関係者が当該地12 

図情報を踏まえて、対応を検討することも重要である。その際、国土交通省では、被害情報等13 

を地図上で把握するためのツールとして、統合災害情報システム（ＤｉＭＡＰＳ）も提供して14 

いることから、これらツールも活用することも想定される。 15 

また、多数の関係者との協議・調整の円滑化を図る観点から、機能復旧に係る活動内容を時16 

系列的に整理するとともに、関係者の役割分担を整理しておく必要がある。 17 

加えて、大規模停電時についても、連絡体制の構築とともに、航路毎に相互補完を行うこと18 

が想定される他のＣＴ、事案発生時の連絡のタイミング・手順等を整理しておく必要がある。 19 

航路啓開については、上記耐震強化岸壁への航路啓開を優先するとともに、特に三大湾及び20 

瀬戸内海における開発保全航路や緊急確保航路については、航路啓開の緊急性が著しく高く、21 

航路啓開に重点を置いた応急復旧計画等の策定が必要であり、以下に示す事項等の詳細な検22 

討が重要である。 23 

 復旧施設の優先順位を決定するための考慮事項、制約条件の検討 24 

 上記航路の航路啓開にあたり、作業開始の迅速な対応及び行動手順の策定 25 

 人員・資機材確保方策の検討及びそのための包括的災害協定の締結・充実 26 

 作業船の広域調達に係る関係者の連携体制の充実 27 

なお、航路啓開等の応急復旧作業において、計画対象範囲内では人員・資機材等が不足する28 

可能性も想定されることから、計画対象範囲外の地域との相互融通体制の構築にも努める必29 

要がある。  30 

経済活動維持輸送については、輸送内容毎に関係者が異なり、関係者が多岐にわたるこ

とから、必要な関係者が参画した体制を構築する必要がある。 

初動対応にあたっては、限られた人員・資機材での対応となることから、被災状況や各

港湾の地理的条件等も踏まえて、優先順位の考え方をあらかじめ検討しておく必要がある

とともに、多数の関係者との円滑な調整を実施する観点から、関係者の役割分担について

も整理しておく必要がある。 

経済活動維持輸送にあたっては、計画対象範囲における人口・産業集積が大きく、港湾

の機能回復のためには、複数の港湾が依存する緊急確保航路や開発保全航路の航路啓開へ

の迅速な対応も求められる。 
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(4) 計画対象港湾外の港湾との連携 1 

 2 

 3 

【解説】 4 

南海トラフ地震をはじめとする大規模地震等による広域災害が発生し、計画対象内容の港5 

湾内での代替輸送が困難な場合、対象外の港湾への代替輸送が必要となることも想定される6 

ことから、被害想定を踏まえ、対象外の港湾への代替輸送が想定される場合は、計画対象港湾7 

外の港湾との連携について応援要請の手順等も含めて検討することが望ましい。 8 

この際、コンテナ物流、フェリー、RORO、バルク輸送といった経済活動維持輸送については、9 

ＣＴにおける他ＣＴとの相互補完体制にあたっては、各コンテナ船社が現在運航している航10 

路サービス等を踏まえ検討するなど、平時の利用状況を踏まえ検討するのが望ましい。 11 

また、計画対象外の港湾との連携に係る実効性を確保する観点から、計画対象外の港湾との12 

協定締結等を実施することも効果的である。 13 

 加えて、計画対象港湾外への代替輸送を実施する港湾が、当該地方整備局の管轄外の港湾と14 

なる場合は、代替輸送先の港湾の状況の情報提供など、国土交通省港湾局を通じた調整が必要15 

となることも想定されることから、実施体制において、当該地方整備局管轄外の港湾に係る調16 

整機関として国土交通省港湾局も位置付けておくことが必要であるのが望ましい。 17 

大規模災害時には、上記計画対象範囲内の港湾施設等の活用可能性を踏まえ、被災状況

に応じ計画対象外の港湾との連携による物流の代替輸送の可能性について検討を行い、計

画対象港湾の背後圏域の物流機能の早期機能回復を目指す必要がある。 
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第Ⅵ章 マネジメント計画  1 

１ 事前対策 2 

 3 

【解説】 4 

広域港湾ＢＣＰで想定した内容の実効性の確保のためには、個別港湾ＢＣＰでの事前対策5 

の策定・運用が重要であることから、相互の要請事項や計画変更事項があれば、個別港湾ＢＣ6 

Ｐに適切に反映するものとする。 7 

特に、地方港湾が対象港湾に含まれる場合は、当該港湾における港湾ＢＣＰの策定を推進す8 

る必要がある。 9 

また、応急復旧作業に必要となる作業船については、全国的にその数が減少傾向にあるとと10 

もに、調達に際しては要請手続き等の調整が必要となることから、事前に作業船所有者と協定11 

を締結しておくことが望ましい。その際、作業船のみならず、応急復旧資機材全般について、12 

事前のリストアップを行うとともに、情報の取得体制を構築しておくことも重要である。 13 

 14 

２ 教育・訓練 15 

 16 

【解説】 17 

実効性の高い広域港湾ＢＣＰとするためには、広域港湾ＢＣＰ協議会の構成員（必要に応じ18 

て関係者を含む）に広域港湾ＢＣＰの重要性を十分認識させることが必要であり、継続的な教19 

育・訓練の実施が不可欠である12 。また訓練の実施にあたっては、個別の港湾ＢＣＰに基づく20 

訓練や各地域の「命のみなとネットワーク」の取組で実施している訓練等との連携も考慮する21 

とよい。さらに、広域港湾ＢＣＰの問題を発見し、見直し・改善につなげる観点から、演習シ22 

ナリオ非提示型の訓練の実施も効果的である。 23 

訓練の実施にあたっては、被災地支援輸送と、コンテナ物流を含む経済活動維持輸送につい24 

ては、それぞれ関係者も大きく異なることに留意する必要があり、訓練の実施にあたっては、25 

輸送内容に応じたテーマ設定や、テーマに応じた訓練参加者の選定がなされた上で港湾間連26 

携を想定した訓練が実施されることが望ましい。 27 

なお、訓練参加者については、海上輸送関係者だけでなく、道路管理者、陸運事業者といっ28 

た陸上輸送関係者のほか、自治体の関係者も含めることが望ましい。 29 

教育・訓練の目的は、次のとおりである。 30 

● 構成員（必要に応じて関係者を含む）に対して当該港湾の現況（利用実態や課題、将31 

来の方向性等）について熟知させること 32 

● 対象者が知識として既に知っていることを実際に体験させることで、身体感覚で覚え33 

させること。 34 

広域港湾ＢＣＰの取り組みの重要性を認識、定着させる上で、教育・訓練を定期的かつ

継続的に実施することが望ましい。 

広域港湾ＢＣＰ協議会の構成員（必要に応じて関係者を含む）を対象に、訓練対象地域

や訓練目的及び訓練参加者をその都度検討し、適切な教育・訓練を行うことが重要である。 

事前対策は、被災直後の初動活動を円滑に実施するための人員・資機材の事前の備えや、

その育成及び広域的な取組体制の整備が想定される。 

応急復旧作業のひとつである航路啓開においては、全国的に作業船が不足している状況

にも鑑み、作業船をはじめとした応急復旧資機材をリストアップしておくことが必要であ

る。 
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● 手順化できない事項（想定外への対応等）について、適切な判断・意思決定が出来る1 

能力を鍛えること。 2 

● 広域港湾ＢＣＰやマニュアル等の検証（これらの弱点や問題点等の洗い出し）を行3 

い、広域港湾ＢＣＰやマニュアルの改善につなげること。 4 

また、危機的事象の発生時にはマニュアル等を読む時間的余裕がないことも多いた5 

め、広域港湾ＢＣＰやマニュアル等を熟知した要員をあらかじめ育成するとともに、6 

地域や国・地方公共団体、指定公共機関等との連携を想定し、関連する他の団体との7 

合同訓練も実施することが望ましい。なお、広域港湾ＢＣＰの実効性を維持するため8 

には、体制変更、人事異動、新規採用等による新しい責任者や担当者に対する教育が9 

特に重要であり、これらへの対応も本計画において十分踏まえる必要がある。 10 

計画対象外の港湾との連携確保の観点から、計画対象内外の港湾関係者間による合同訓練11 

の取組も重要である。 12 

 13 

３ 見直し・改善 14 

 15 

【解説】 16 

広域港湾ＢＣＰにおいては、計画対象港湾の港湾ＢＣＰや関係する地域の地域防災計画等17 

の改訂、法令改正など様々な要因に対して、広域港湾ＢＣＰが合致しているか、必要な変更が18 

行われているかの観点から点検・評価を行うべきである 15 。 19 

加えて、広域港湾ＢＣＰにおいて想定している危機的事象の種類や被害想定を拡大・拡充す20 

べきではないか16 等、広域港湾ＢＣＰの拡充という観点での点検・評価を行うことも必要であ21 

る。 22 

このほか点検・評価は以下の事項などについて、適切性・有効性等の観点から検証する。 23 

● 事前対策、訓練、点検等がスケジュール通り実施されているか 24 

● 教育・訓練は目標を達成しているか 25 

● 当該地域の災害対応力の向上に寄与しているか 26 

点検・評価は、少なくとも年 1 回以上定期的に実施することが望ましい。 27 

また、演習型の訓練を通じて、広域港湾ＢＣＰの改善点を見つけることも有効である。 28 

なお、点検・評価で見つかった問題のうち、広域港湾ＢＣＰ協議会で決定する必要がない実29 

務的なものについては、事務局が早急に是正・改善し、事務局がまとめて、広域港湾ＢＣＰ協30 

議会に事後報告するとよい。 31 

また、調査・分析を要するもの、予算の確保、調整、その他の準備が必要なものについては、32 

計画的に実施する必要があるが、その際、進捗管理を行うことが必要である。 33 

 34 

 
15 隣接する地域の広域港湾ＢＣＰの策定・見直しや一定の関係のある他地域の広域港湾ＢＣＰの実行が当該地域の広35 

域港湾ＢＣＰの見直し・改善の機会になることもある。 36 

広域港湾ＢＣＰ協議会は、定期的な点検・評価を行うとともに、確認できた問題点につ

いては早急に是正・改善を行う必要がある。 

特に、広域港湾ＢＣＰの計画対象範囲内における個々の港湾における状況（個々の港湾

ＢＣＰや港湾施設及び貨物取扱の状況）や取巻く環境（地域の人口、インフラの整備状況、

企業の立地状況、関連する法令）などに大きな変化があった場合や、災害発生に伴い、広

域港湾ＢＣＰに基づく対応を実施した場合は、その変化や反省を踏まえた見直しを実施す

べきである。 
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16 国の被害想定や新たな脅威の発生などがあれば、合わせて考慮することが推奨される。 1 

2 
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付録 用語の解説  1 

 2 

ＢＣＰ（Business Continuity Plan） 3 

＜本ガイドラインにおける用語の定義＞を参照のこと。 4 

 5 

ＢＣＭ（Business Continuity Management） 6 

＜本ガイドラインにおける用語の定義＞を参照のこと。 7 

 8 

影響度分析（ＢＩＡ：Business Impact Analysis） 9 

一般的には事業影響度分析と呼ばれるものであり、不測の事態の発生により事業が中10 

断した場合の業務上や財政上の影響を定量的・定性的に評価し、重要な事業・業務・11 

プロセス及びそれに関連する経営資源を特定する分析手法。 12 

 13 

事業継続計画（ＢＣＰ） 14 

＜本ガイドラインにおける用語の定義＞を参照のこと。 15 

 16 

事業継続マネジメント（ＢＣＭ） 17 

＜本ガイドラインにおける用語の定義＞を参照のこと。 18 

 19 

ソーシャルキャピタル 20 

社会関係資本。地域社会や地域社会を取り巻く関係者が有する社会組織・制度、21 

規範、ネットワーク、価値観、意識、信条などが、有益な協調行動を促進する22 

という社会組織の重要性を説く概念。 23 

 24 

危機的事象 25 

企業・組織の事業（特に製品・サービス供給）の中断をもたらす可能性がある自然災26 

害、感染症のまん延（パンデミック）、テロ、ストライキ等の事件、機械故障、大事27 

故などの事象を指す。 28 

港湾ＢＣＰにおいては、自然災害（地震･津波、台風・高潮）をはじめとした、港湾機29 

能の低下をもたらす危機的な原因となる事象を指す。 30 

 31 

目標復旧時間（Recovery Time Objective、ＲＴＯ） 32 

本ガイドラインの「第Ⅱ章 1(2) 目標復旧時間・目標復旧レベルの検討」を参照のこ33 

と。 34 

 35 

目標復旧時点（Recovery Point Objective、ＲＰＯ） 36 

本ガイドラインの脚注 27 を参照のこと。 37 

 38 

目標復旧レベル（Recovery Level Objective、ＲＬＯ） 39 

本ガイドラインの「第Ⅱ章 1(2) 目標復旧時間・目標復旧レベルの検討」を参照のこ40 

と。 41 

 42 

リスクマッピング 43 

事業の中断を引き起こす可能性がある危機的事象について、発生の可能性及び発生し44 
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た場合の影響度の二軸の図にマッピングをすること。 1 

 2 

リスク分析・評価 3 

事業中断の原因となる危機的事象を洗い出し、それらの発生の可能性と影響度を評価4 

することで優先的に対応すべき危機的事象を特定し、当該危機的事象により生じるリ5 

スクがもたらす被害等の分析・評価を実施すること。 6 


